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社会保険庁 

17 日から「ねんきん特別便」発送 
 

現在の記録の確認を 

 社会保険庁は、12 月 17 日から、公的年金の
受給者と加入者に「ねんきん特別便」の発送を

開始します。この通知は公的年金の不明記録自

体をお知らせするわけではなく、現在の加入記

録の確認をしてもらうことが目的です。 
特別便が届いたら、年金記録のお知らせをチ

ェックし、自分の記録に間違いがあれば、訂正

する手続を取ります。お知らせには、「宙に浮い

た年金記録」についての具体的な情報は入って

いませんが、「宙に浮いた年金記録」の持ち主で

あれば、メッセージ欄に「記録がもれている可

能性があります」と書かれています。 
 

2009 年度からは「定期便」 

社会保険庁は、ねんきん特別便を二つの時期

に分けて発送します。12 月 17 日から 2008 年 3

月までは「宙に浮いた年金記録」の持ち主と思

われる人に、2008 年 4 月から 10 月まではそれ以

外の人に送ります。また 2009年度からは、すべ
ての現役世代に「ねんきん定期便」を改めて送

る予定です。 

 
【年金記録確認の流れ】 

                              12月 12日朝日新聞より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問・問い合わせは 12月 17日から・・・・「ねんきん特別便専用ダイヤル」０５７０－０５８－５５５ 
                                 （１２／２９～１／３は休み） 
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「ねんきん特別便」が届く 
 

内容 ①年金記録のお知らせ ②年金加入記録照会票 ③確認はがき 

①で記録を確認 

訂正がある場合 

＜年金受給者＞ 
 
②の照会票と年金証書

を持って社会保険事務

所に行く 

＜まだ年金を 

もらっていない人＞
 
②の照会票を返送する 

訂正がない場合 

 

③のはがきを返送する

社会保険庁が調査・確認 

記録の統合、確認完了 


